
 福島市個人情報の保護に関する法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年12月26日 

 

福島市長 馬 場 雄 基 

 

福島市規則第 59 号 

 

   福島市個人情報の保護に関する法律施行細則の一部を改正する規則 

 

 福島市個人情報の保護に関する法律施行細則（令和４年規則第56号）の一部を次のように改正する。 

 様式第１号を次のように改める。 



  



  

  



 様式第13号を次のように改める。 

  



  

  



 様式第21号を次のように改める。 

  



  

 

   附 則 

 この規則は、令和８年１月１日から施行する。 


